
柿
沼
綾
子
議
員
の
一
般
質
問 

 

 
 

り
組
む
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
、
毅
然
と
し
て
主
体
性
を 

も
っ
て
自
治
体
行
政
に
取
り
組
ん
で
い
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
る
が
、

い
か
が
か
。 

 

１
昨
年
１
２
月
に
差
別
を
固
定
化
す
る
「
部
落
差
別
解
消
法
」
が

国
会
で
成
立
し
た
際
、
本
庄
市
の
大
多
数
の
議
員
有
志
が
市
長
に
対 

し
、
「
部
落
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
配
慮
を

求
め
る
要
望
書
」
を
提
出
し
た
経
緯
が
あ
る
が
、
こ
の
要
望
書
に
沿

っ
て
施
策
を
進
め
て
い
っ
て
ほ
し
い
が
市
長
の
明
快
な
見
解
を
伺

い
た
い
。 

 

答
弁
本
庄
市
は
同
和
対
策
特
別
措
置
法
失
効
後
も
１
０
年
間
同
和

団
体
へ
の
補
助
金
や
、
隣
保
館
事
業
、
人
権
保
育
事
業
な
ど
を
行
っ

て
き
た
が
、
２
０
１
１
年
１
１
月
に
事
業
の
廃
止
を
運
動
団
体
に
通

知
、
翌
年
に
隣
保
館
条
例
を
廃
止
し
た
。
今
回
の
裁
判
の
結
果
は
、

本
市
の
こ
れ
ら
の
行
為
に
処
分
性
は
な
く
、
国
家
賠
償
法
に
照
ら
し

て
違
法
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
市
の
主
張

が
全
面
的
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。 

 

部
落
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
は
今
後
示

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
通
知
な
ど
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
同
和

問
題
も
あ
ら
ゆ
る
人
権
問
題
の
中
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
地
域
の
実
情

を
踏
ま
え
て
し
っ
か
り
と
取
り
組
ん
で
い
く
。 

   

―１― 

 

本庄ケーブル 

テレビから掲載 

中
学
校
の
道
徳
教
科
書
の 

採
択
な
ど
に
つ
い
て 

質
問
道
徳
教
育
は
、
戦
争
中
の
軍
国
主
義
、
極
端
な
国
家
主
義
、
神

道
主
義
的
な
教
育
が
排
除
さ
れ
、
教
育
の
民
主
化
が
図
ら
れ
た
の

ち
、
１
９
５
８
年
、
昭
和
３
３
年
か
ら
愛
国
心
を
柱
と
す
る
道
徳
教

育
の
復
活
の
声
の
高
ま
り
の
中
、
週
１
時
間
、
教
科
で
は
な
い
「
領

域
」
と
い
う
位
置
づ
け
で
設
け
ら
れ
、
昨
年
度
ま
で
続
い
て
き
た
。 

 

そ
の
後
安
倍
内
閣
の
下
で
特
別
の
教
科
・
道
徳
が
つ
く
ら
れ
、
昨

年
は
小
学
校
の
教
科
書
が
採
択
さ
れ
、
今
年
の
４
月
か
ら
教
科
書
に

基
づ
い
た
授
業
が
始
ま
っ
て
い
る
。
今
年
は
中
学
校
の
道
徳
教
科
書

が
採
択
さ
れ
る
年
と
な
っ
て
い
る
。 

 

近
隣
の
小
学
校
で
は
、
太
平
洋
戦
争
を
「
自
衛
の
た
め
の
戦
争
」

「
ア
ジ
ア
解
放
の
た
め
の
戦
争
」
「
日
本
は
正
し
い
戦
争
を
し
た
」

と
い
う
立
場
に
立
つ
人
た
ち
が
執
筆
す
る
道
徳
教
科
書
を
使
っ
て

い
る
所
も
あ
る
と
聞
く
。 

本
庄
市
は
昨
年
の
小
学
校
の
道
徳
教
科
書
の
採
択
で
は
そ
の
よ

う
な
教
科
書
を
採
択
し
て
は
い
な
い
が
、
中
学
校
で
も
問
題
を
多
く

含
ん
だ
教
科
書
が
採
択
さ
れ
な
い
こ
と
を
望
む
立
場
か
ら
、
教
科
書

採
択
に
対
す
る
考
え
、
教
科
書
展
示
の
方
法
、
先
生
や
保
護
者
の
意

見
を
尊
重
す
る
こ
と
に
つ
い
て
な
ど
伺
い
た
い
。 

 

答
弁
今
年
度
か
ら
小
学
校
で
始
ま
っ
た
道
徳
の
教
科
化
で
は
問
題

解
決
的
・
体
験
的
学
習
を
多
く
取
り
入
れ
、
多
様
な
感
じ
方
、
考
え

方
に
接
し
て
考
え
を
深
め
る
よ
う
配
慮
し
て
い
る
。
評
価
は
記
述
式

と
な
っ
て
い
る
。 

教
科
書
採
択
は
６
月
１
５
日
か
ら
１
４
日
間
、
本
庄
市
立
図
書
館

で
行
う
が
、
展
示
会
場
の
増
設
は
難
し
い
。
保
護
者
や
住
民
の
意
見

に
つ
い
て
は
ア
ン
ケ
ー
ト
に
記
入
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。 

現
在
使
用
し
て
い
る
教
科
書
の
閲
覧
は
西
小
学
校
の
教
科
書
セ

ン
タ
ー
で
行
っ
て
い
る
。 

「
本
庄
市
の
将
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
が
学
習
を
進
め
る
上
で

大
変
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
教
科
書
の
採
択
に
つ
い
て
責
任

を
持
っ
て
し
っ
か
り
採
択
し
て
い
く
。
」・
・
・（
教
育
長
答
弁
） 

 

同
和
行
政
終
了
差
止
請
求
裁
判
の
決
着
に
関
連

し
て
市
長
の
見
解
を
求
め
る 

質
問
本
庄
市
、
上
里
町
、
深
谷
市
の
同
和
行
政
終
了
差
し
止
め
と
、

集
会
所
・
隣
保
館
閉
鎖
に
よ
る
精
神
的
苦
痛
へ
の
慰
謝
料
を
求
め
て

部
落
解
放
同
盟
埼
玉
県
連
と
同
盟
員
が
昨
年
９
月
に
最
高
裁
に
上

告
し
て
い
た
裁
判
は
、
３
月
６
日
最
高
裁
が
上
告
を
棄
却
し
、
５
年

に
わ
た
る
裁
判
が
終
結
し
た
が
本
庄
市(

市
長)

は
こ
の
結
果
に
つ

い
て
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
か
。 

ま
た
、
解
放
同
盟
県
連
は
、
今
年
度
の
運
動
方
針
の
中
に
「
部
落

差
別
解
消
法
」
の
具
体
化
の
一
環
と
し
て
「
本
庄
市
、
深
谷
市
、
上

里
町
の
一
方
的
な
同
和
行
政
の
廃
止
を
糾
弾
す
る
行
政
闘
争
に
取 

 

    
来年度から新教科となる中学校道徳の教科書は、戦争賛美の教科書を採択しないこと、         ６月市議会 
「解同」の同和行政終了差止請求裁判（最高裁が上告棄却）の結果に対する市長の見解などを質問  
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―
子
ど
も
た
ち
の
保
育
の
質
確
保
へ
― 

 
 

学
童
保
育
指
導
員
の
基
準
の
見
直
し
は
行
わ
な
い
よ
う

指
摘
し
、
基
準
緩
和
条
例
に
反
対
の
討
論 

柿
沼
綾
子
市
議 

  

放
課
後
児
童
支
援
員
の
基
礎
資
格
の
拡
大
と
い
う
こ
と
で
、
学
童
保
育
（
放

課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
）
の
支
援
員
の
資
格
の
基
準
の
緩
和
が
行
わ
れ
ま

す
。 今

ま
で
は
教
員
資
格
を
持
っ
た
者
や
大
学
に
お
い
て
教
育
学
や
社
会
福
祉

学
、
体
育
学
な
ど
を
学
ん
だ
者
と
あ
っ
た
の
が
、
新
た
に
学
歴
に
関
係
な
く
、

５
年
以
上
学
童
保
育
に
従
事
し
た
者
で
あ
っ
て
市
長
が
適
当
と
認
め
た
者
が

加
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

全
国
学
童
保
育
連
絡
協
議
会
は
、
子
ど
も
た
ち
の
保
育
に
あ
た
る
う
え
で
必

要
な
専
門
的
知
識
及
び
技
能
を
有
し
た
放
課
後
児
童
支
援
員
を
全
く
配
置
し

な
い
こ
と
も
起
こ
り
う
る
、
そ
う
な
れ
ば
子
ど
も
た
ち
に
安
全
で
安
心
で
き
る

「
毎
日
の
生
活
の
場
」
を
保
障
で
き
な
い
と
し
て
、「
全
国
的
な
一
定
水
準
の

質
」
を
確
保
す
る
た
め
に
「
従
う
べ
き
基
準
」
を
堅
持
し
て
ほ
し
い
と
し
て
い

ま
す
。 

 

こ
れ
ら
こ
と
を
指
摘
し
て
反
対
し
ま
し
た
。 

   

本
庄
市
議
会
６
月
定
例
会
報
告 

５
月
２
８
日
か
ら
開
催
さ
れ
て
い
た
本
庄
市
議
会
第
２
回
（
６
月
）
定
例
会
は
６
月
２
０
日
に
閉

会
し
ま
し
た
。 

今
回
は
、
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
学
童
保
育
の
質
に
関
す
る
規
準
を
緩
和
す
る
条
例
改

正
、
東
小
ト
イ
レ
改
修
工
事
の
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
２
０
１
８
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
な
ど
、

計
１
２
件
が
提
案
、
審
議
さ
れ
、
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

   

 

学童保育指導員の資格基準の緩和は問題あり！ 

― 「一定水準」の確保が大切 ― 

 

社会保障推進協議会キャラバンでの懇談事項（７月４日本庄市） 

１，新しい国保制度がスタートしました。「払える保険税額」となるように保険

税額を引下げしてください。子どもの均等割負担額を軽減してください。 

２，必要な介護サービスを誰もが受けられるよう、自治体が責任を持って介護サ

ービスの供給体制と人材の確保、財政支援をおこなってください。 

３，障害者の暮らしの場の保障へ、地域で暮らせるための実態把握や整備・拡充

への計画化を進めてください。 

４，待機児童解消のため、公立保育所・認可保育園を増設し、処遇改善を行って

保育士を確保してください。 

５，生活に困窮する住民がためらいなく生活保護が利用できるようにしてくだ

さい。ケースワーカーを増員してください。 

 

柿
沼
綾
子
議
員
の 

 
 

活
動
紹
介 

７月４日埼玉県社会保障推進協

議会の自治体キャラバンに参加す

る柿沼綾子議員（上 手前、右中

央）。 

 市側は福祉部・保険部・収納課

などが出席しました。  

本庄市役所６階にて 

一般質問で柿沼綾子議員が紹介した  （１面の続き） 

道徳教科書を見るポイント 

① 子どもの学年や年齢にふさわしい内容になっているか 

② 科学的な視点から、誤りはないか 

③ 型にはまった「心」や行動様式の押しつけはないか 

④ 人権・平和・ジェンダーなどの視点で活用できる教材が扱われ

ているか 

⑤ 教科書にある「課題」などが、一定の方向に誘導するものにな

っていないか 

埼玉県社会保障推進協議会自治体キャラバンが市と懇談 


